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送
っ
て
い
る
と
筋
力
が
低
下
し
、
日

常
生
活
に
も
支
障
が
出
て
き
ま
す
。

毎
日
の
生
活
に
ち
ょ
っ
と
で
も
運
動

を
取
り
入
れ
、
続
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
筋
力
の
低
下
を
防
ぎ
、
活
動
的

な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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�
�
�
９
月　

日
（
金
）
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時　

分
〜　

時　

分

14

15

15

30

�
�
�
役
場
２
階
２
０
１
会
議
室

�
�
�
宮
澤
真
智
子
さ
ん
（
介
護
予

　
　
　

防
推
進
支
援
専
門
員
）

�
�
�
�
�
９
月　

日
（
木
）
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保
健
セ
ン
タ
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―
５
５
７
１
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�����10月４日（木）　10：00～
�����保健センター
�����言葉や知的発達の遅れに関することや、家
　　　　　庭や保育所・幼稚園・学校などでの生活に
　　　　　関すること
�����９月18日（火）（完全予約制）
��������	
��保健センター　�46-5571

相
談
な
ど
も
行
い
ま
す
。

　

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
（
左
表
）

に
つ
い
て
、
日
常
生
活
で
「
実
際
に

行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」を
、「
は
い
」

「
い
い
え
」
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

高
齢
に
な
る
と
「
年
だ
か
ら
…
仕

方
な
い
」
と
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
傾

向
に
あ
り
ま
す
が
、「
年
だ
か
ら
…
こ

そ
」
寝
た
き
り
や
認
知
症
に
な
ら
な

い
よ
う
、
元
気
な
う
ち
か
ら
積
極
的

に
地
域
活
動
や
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
な

ど
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

　

年
を
取
る
と
足
腰
か
ら
弱
く
な
る

と
と
も
に
、
運
動
し
な
い
生
活
を
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今
年
も
循
環
器
検
診
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
検
診
を
受
け
る
こ
と
は
、

病
気
の
早
期
発
見
や
早
期
治
療
に
つ

な
が
る
だ
け
で
な
く
、
生
活
習
慣
を

見
直
す
良
い
機
会
と
な
り
ま
す
。
保

健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
検
診
後
の
各
種

教
室
の
開
催
や
個
別
健
康
教
育
・
随

時
の
健
康
相
談
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
に
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

　

循
環
器
検
診
時　

歳
以
上
の
方
に

65

は
「
生
活
機
能
評
価
（
基
本
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
・
理
学
的
検
査
）」
を
行
い

ま
す
。
必
要
な
方
に
は
特
定
高
齢
者

と
し
て
、
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態

を
予
防
す
る
介
護
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
参
加
し
て
い
た
だ
く
な
ど
、
介
護

予
防
も
重
視
し
た
検
診
と
な
っ
て
い

ま
す
。
特
定
高
齢
者
に
該
当
し
な
い

場
合
で
も
、
高
齢
者
の
健
康
教
室
や
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いいえはい
　バスや電車で１人で
外出していますか。

いいえはい
　家族や友人の相談に
乗っていますか。

いいえはい
　15分くらい続けて
歩いていますか。

いいえはい
　この１年間に転んだ
ことがありますか。

いいえはい
　お茶や汁物でむせる
ことがありますか。

いいえはい
　口の渇きが気になり
ますか。

いいえはい
　週に１回以上は外出
していますか。

いいえはい
　昨年と比べて外出回
数が減っていますか。

いいえはい
　物忘れがあると言わ
れますか。

いいえはい
　今日の日付が分から
ない時がありますか。
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�����①10月３日（水）10：00～11：30
　　　　　②10月24日（水）10：00～11：30
　　　　　③11月８日（木）13：30～15：00
�����保健センター
�����玄米ニギニギ体操の講義と実技
�����藤野恵美さん（一関市）
�����９月28日（金）
��������	
��保健センター　�46-5571
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　循環器検診時、65歳以上の方に配ら
れます。原本は25項目です。
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少
し
ま
し
た
が
、
１
人
当
た
り
の

排
出
量
は
増
え
て
い
ま
す
。
各
家

庭
で
の
分
別
の
労
力
や
、
町
が
回

収
・
処
理
す
る
費
用
も
か
な
り
の

負
担
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は

ご
み
を
減
ら
す
工
夫
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

▽
「
渡
さ
れ
る
レ
ジ
袋
は
断
わ

る
」「
無
駄
な
物
は
買
わ
な
い
」「
必

要
な
量
だ
け
買
う
」「
再
使
用
で
き

る
容
器
を
探
す
」「
丈
夫
で
長
持
ち

す
る
も
の
を
選
ぶ
」
こ
と
な
ど
を

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　

▽
各
家
庭
で
も
３
Ｒ
（R

educe

＝
減
量
化
、 R

euse

＝
再
使
用
、

R
ecycle

＝
再
利
用
）
を
推
進
し

ま
し
ょ
う
。
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民
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▽
平
成　

年
度
の
町
の
ご
み
総

18

排
出
量
は
「
燃
や
す
ご
み
」
１
９

２
７
㌧
、「
燃
や
せ
な
い
ご
み
」
１

３
２
㌧
、「
資
源
ご
み
」３
６
１
㌧
、

「
集
団
回
収
」　

㌧
の
合
わ
せ
て
２

94

５
１
４
㌧
で
、　

年
度
よ
り　

㌧

17

13

減
少
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
人
口

1
人
当
た
り
排
出
量
で
は
、　

年
18

度
２
８
４
㌔
で
、　

年
度
よ
り
１

17

㌔
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

▽
分
類
別
で
は「
燃
や
す
ご
み
」

は　

㌧
減
少
、「
燃
や
せ
な
い
ご

13

�
�
�
�
�
�
�
�

み
」
は
２
㌧
減
少
、「
資
源
ご

み
」
は
５
㌧
減
少
し
て
い
ま

す
が
、廃
品
回
収
な
ど
の「
集

団
回
収
」
は
７
㌧
増
加
し
て

い
ま
す
。

　

▽
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
が

稼
動
し
た　

年
度
か
ら
「
資

15

源
ご
み
」
は
３
０
０
㌧
を
超

え
て
い
ま
す
。「
紙
資
源
・

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
そ
の
他
プ

ラ
」
が
分
別
収
集
さ
れ
「
資

源
ご
み
」
と
し
て
再
利
用
さ

れ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

▽
町
の
ご
み
の
総
量
は
減

�
�
�
�
�
�

な
る
ほ
ど
・
ザ情

報
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　年金記録が訂正された結果、年金が増額された場合でも、
時効消滅により直近の５年間分の年金に限ってお支払いし
ていました。
�����

　60歳から年金を受給していた方で、71歳で追加すべき年
金記録が見つかった場合
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�　年金記録の訂正により年金が増えたが、従来、過去の
　増額分は時効消滅により直近の５年間分の年金に限って
　お支払いしていた方
�　年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新
　たに年金をお支払いすることとなったが、従来、過去の
　分は時効消滅により直近の５年分の年金に限ってお支払
　いしていた方
　����������	
������������
����������	
�

�　�や�に該当する方が、亡くなられている場合には、
　そのご遺族の方
����������	
���������

　※ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、その方と
　　生計を同じくされていた方に限り、配偶者、子、父母、
　　孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。
��������	
����

�　今後、年金記録が訂正された結果、従来であれば、前
　記�～�と同じように、過去の分は直近５年間分の年金
　に限ってお支払いすることとなる方
����������	
�	�����������
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　記録の訂正の手続き以外に特別の手続きは必要ありませ
ん。年金記録の訂正に合わせて自動的に手続きを行い、５
年を経過した分の年金額もお支払いします。
��������	
���������������

������

　�あらかじめ必要な記載事項を印字した用紙を順次発送
　　します。（平成19年９月～）
　�今すぐに手続きをしていただくこともできます。その
　　場合には、お近くの社会保険事務所に、必要な書類を
　　提出していただきますようお願いします。
※お手続きからお支払いまでの期間は、２～３カ月程度で
　す。お支払いの前に審査結果・振り込みなどのお知らせ
　をします。

�一関社会保険事務所　�23-4246
�ねんきんダイヤル　�0570-05-1165
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